
 

 

特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２９年 ３ 月２９日 

                 河合町長 岡井 康徳 

河合町条例第 ５ 号 

  特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例（平成２５年１２月河合

町条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日までの間」を「平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの間」に改める。 

第２条及び第３条中「１００分の１０」を「１００分の１５」に改める。 

第４条第１項中「その職務の級が６級以上の職員」を「次の各号に掲げる職員」に、

「１００分の５」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合」

に改め、同項ただし書中「地域手当」を「地域手当及び時間外勤務手当」に改め、同

項に次の各号を加える。 

（１） その職務の級が６級以上の職員 １００分の７ 

（２） その職務の級が５級の職員 １００分の６ 

（３） その職務の級が４級及び３級の職員 １００分の３ 

（４） その職務の級が２級以下の職員 １００分の２ 

（５） 再任用職員 １００分の２  

第４条第３項中「特例期間における特例対象一般職員の給料月額及び地域手当につ

いては、職員給与条例附則第１４項第１号及び第２号」を「特例期間においては、職

員給与条例附則第１４項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 


